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【手続補正書】
【提出日】平成20年11月4日(2008.11.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
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【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　胚性幹（ＥＳ）細胞を作製する方法であって、胚から得られる割球を培養するステップ
であり、胚が生存し続けるステップを含む方法。
【請求項２】
　割球が、桑実胚のコンパクションに先立って胚から得られる請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　割球が、胚由来細胞と一緒に培養される請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　割球を培養してＥＳ細胞を作製するステップ中に、組換えＯｃｔ－４が割球中に導入さ
れるか、又は内因性Ｏｃｔ－４が割球内で活性化される請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　割球が、細胞分裂を起こし、１つの子孫細胞が、遺伝子検査に使用され、異なる子孫細
胞が、ＥＳ細胞を作製するのに使用される請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ＥＳ細胞を作製する方法であって、
　（ａ）胚から割球を得るステップであり、胚が生存し続けるステップと、
　（ｂ）割球をＥＳ細胞と一緒に凝集させるステップと、
　（ｃ）凝集した割球及びＥＳ細胞を割球がＥＳ細胞の特性を示すまで培養するステップ
と、
　（ｄ）割球に由来するＥＳ細胞を単離するステップと
を含む方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法により作製されるＥＳ細胞。
【請求項８】
　請求項７に記載のＥＳ細胞に由来する分化した細胞又は組織。
【請求項９】
　所望の分化した細胞又は組織を作製する方法であって、胚から得られる割球を培養する
ステップであり、胚が生存し続けるステップと、割球の分化を誘発し所望の細胞又は組織
を作製するステップとを含む方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法により作製される分化した細胞又は組織。
【請求項１１】
　請求項７に記載のＥＳ細胞又は請求項８若しくは１０に記載の分化した細胞若しくは組
織、及び薬学的に許容できる媒体又は担体を含む医薬組成物。
【請求項１２】
　栄養芽層幹（ＴＳ）細胞を作製する方法であって、胚から得られる割球を培養するステ
ップであり、胚が生存し続けるステップを含む方法。
【請求項１３】
　ＴＳ細胞を作製する方法であって、
　（ａ）胚から割球を得るステップであり、胚が生存し続けるステップと、
　（ｂ）割球をＥＳ細胞と一緒に凝集させるステップと、
　（ｃ）割球から増殖体を得るステップであり、増殖体が栄養芽層又は胚外内胚葉細胞の
特性を示すステップと、
　（ｄ）増殖体をＦＧＦ－４と接触させてＴＳ細胞を作製するステップと、
　（ｅ）割球に由来するＴＳ細胞を単離するステップと
を含む方法。
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【請求項１４】
　請求項１３に記載の方法により作製されるＴＳ細胞。
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